
２

日
本
国
を
指
定
す
る
国
際
登
録
に
係
る
国
際
登
録

簿
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
願
書
に
記
載

さ
れ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
み
な
す
。

国
際
登
録
の
名
義
人

の
氏
名
又
は
名
称
及

び
そ
の
住
所

商
標
登
録
出
願
人
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所

又
は
居
所

国
際
登
録
の
対
象
で

あ
る
商
標

商
標
登
録
を
受
け
よ
う

と
す
る
商
標

国
際
登
録
に
お
い
て

指
定
さ
れ
た
商
品
又

は
役
務
及
び
当
該
商

品
又
は
役
務
の
類

指
定
商
品
又
は
指
定
役

務
並
び
に
第
六
条
第
二

項
の
政
令
で
定
め
る
商

品
及
び
役
務
の
区
á

平成˜˜年œ月˜›日 金曜日 (号外第 —号)官 報

（
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
の
申
請
）

第
六
十
八
条
の
五

国
際
登
録
の
名
義
人
は
、
通
商
産

業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
定
書
第
七
条

\
に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
（
以

下
「
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
」
と
い
う
。）の

申
請
を
特
許
庁
長
官
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
の
記
録
の
請
求
）

第
六
十
八
条
の
六

国
際
登
録
の
名
義
人
又
は
そ
の
譲

受
人
は
、通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

議
定
書
第
九
条
に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
名
義
人
の

変
更
（
以
下
「
国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
」
と
い

う
。）の
記
録
の
請
求
を
特
許
庁
長
官
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
請
求
は
、
国
際
登
録
に
お
い
て

指
定
さ
れ
た
商
品
若
し
く
は
役
務
ご
と
又
は
国
際
登

録
が
効
力
を
有
す
る
締
約
国
ご
と
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
商
標
登
録
出
願
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
八
条
の
七

第
七
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
特
許
法
第
十
七
条
第
三
項
（
第
三
号
に
係
る

部
á

に
限
る
。）及
び
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

は
、
国
際
登
録
出
願
、
事
後
指
定
、
国
際
登
録
の
存

続
期
間
の
更
新
の
申
請
及
び
国
際
登
録
の
名
義
人
の

変
更
の
記
録
の
請
求
に
準
用
す
る
。

（
通
商
産
業
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
八
条
の
八

第
六
十
八
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
登
録
出
願
、
事
後
指

定
、
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
の
申
請
及
び
国

際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
の
記
録
の
請
求
に
関
し
議

定
書
及
び
議
定
書
に
基
づ
く
規
則
を
実
施
す
る
た
め

必
要
な
事
項
の
細
目
は
、通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
。

第
二
節

国
際
商
標
登
録
出
願
に
係
る
特
例

（
領
域
指
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
）

第
六
十
八
条
の
九

日
本
国
を
指
定
す
る
領
域
指
定

は
、
議
定
書
第
三
条
_
に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
日

（
以
下
「
国
際
登
録
の
日
」
と
い
う
。）に
さ
れ
た
商

標
登
録
出
願
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
事
後
指
定
の
場

合
は
、
議
定
書
第
三
条
の
三
]
の
規
定
に
よ
り
国
際

登
録
に
係
る
事
後
指
定
が
議
定
書
第
二
条
\
に
規
定

す
る
国
際
事
務
局
の
登
録
簿
（
以
下「
国
際
登
録
簿
」

と
い
う
。）に
記
録
さ
れ
た
日
（
以
下
「
事
後
指
定
の

日
」と
い
う
。）に
さ
れ
た
商
標
登
録
出
願
と
み
な
す
。

（
国
際
商
標
登
録
出
願
の
出
願
時
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
標

登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
た
領
域
指
定
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
「
国
際
商
標
登
録
出
願
」
と
い
う
。）に
係

る
登
録
商
標
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
際
登
録

に
基
づ
く
登
録
商
標
」
と
い
う
。）が
そ
の
商
標
登
録

前
の
登
録
商
標
（
国
際
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
内
登
録
に
基
づ

く
登
録
商
標
」
と
い
う
。）と
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、

国
際
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
に
係
る
指
定
商
品
又

は
指
定
役
務
が
国
内
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
に
係

る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
と
重
複
し
て
い
る
場
合

で
あ
つ
て
、
国
際
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
に
係
る

商
標
権
者
と
国
内
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
に
係
る

商
標
権
者
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
国
際
商
標
登
録

出
願
は
そ
の
重
複
し
て
い
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
国

内
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
に
係
る
商
標
登
録
出
願

の
日
に
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

２

第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規

定
は
、
前
項
の
国
際
商
標
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。

（
出
願
時
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
一

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て

の
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
商
標
登
録
出
願
と
同
時
」
と
あ
る
の
は
、「
国

際
商
標
登
録
出
願
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
」と
す
る
。

（
出
願
の
á

割
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
二

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て

は
、
第
十
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
出
願
の
変
更
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
三

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て

は
、
第
十
一
条
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

（
商
標
権
の
設
定
の
登
録
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
九

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て

の
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料

又
は
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
標

登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は
審
決
の
謄
本
の

送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
納
付
す
べ
き

登
録
料
の
納
付
が
あ
つ
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
、

「
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
が
あ
つ

た
と
き
は
」
と
す
る
。

２

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
十
八
条
第
三

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、同
項
第
二
号
中「
商

標
登
録
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日
」と
あ
る
の
は「
国

際
登
録
の
番
号
及
び
国
際
登
録
の
日
（
事
後
指
定
に

係
る
国
際
商
標
登
録
出
願
の
場
合
は
事
後
指
定
の

日
）」と
、
同
項
第
五
号
中
「
登
録
番
号
及
び
設
定
の

登
録
の
年
月
日
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
登
録
の
番
号

及
び
設
定
の
登
録
の
年
月
日
」
と
す
る
。

（
国
際
登
録
の
消
滅
に
よ
る
効
果
）

第
六
十
八
条
の
二
十

国
際
商
標
登
録
出
願
は
、
そ
の

基
礎
と
し
た
国
際
登
録
が
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て

消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
消
滅
し
た
範
囲
で
指
定
商

品
又
は
指
定
役
務
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
取
り

下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
の
登
録
を

受
け
た
商
標
権
（
以
下
「
国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標

権
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
基
礎
と
し
た
国
際
登
録
が

全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の

消
滅
し
た
範
囲
で
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
全
部

又
は
一
部
に
つ
い
て
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

前
二
項
の
効
果
は
、
国
際
登
録
簿
か
ら
当
該
国
際

登
録
が
消
滅
し
た
日
か
ら
生
ず
る
。

（
国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
存
続
期
間
）

第
六
十
八
条
の
二
十
一

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権

の
存
続
期
間
は
、
そ
の
国
際
登
録
の
日
（
そ
の
商
標

権
の
設
定
の
登
録
前
に
国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更

新
が
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
¨
近
の
更
新
の
日
）
か

ら
十
年
を
も
つ
て
終
了
す
る
。

２

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
存
続
期
間
は
、
国

際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
に
よ
り
更
新
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
が
あ
つ
た
と
き

は
、
そ
の
国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
の
存
続
期
間

は
、
そ
の
満
了
の
時
に
更
新
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
が
な
か
つ
た
と
き

は
、
そ
の
国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
は
、
そ
の
存

続
期
間
の
満
了
の
時
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
消
滅
し
た
も

の
と
み
な
す
。

（
出
願
公
開
に
係
る
商
標
公
報
の
掲
載
事
項
の
特

例
）

第
六
十
八
条
の
十
四

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て

の
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
第
二
号
中
「
商
標
登
録
出
願
の
番
号
及
び

年
月
日
」
と
あ
る
の
は
、「
国
際
登
録
の
番
号
及
び
国

際
登
録
の
日
（
事
後
指
定
に
係
る
国
際
商
標
登
録
出

願
の
場
合
は
事
後
指
定
の
日
）」と
す
る
。

（
パ
リ
条
約
等
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
の
特

例
）

第
六
十
八
条
の
十
五

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て

は
、
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
第
十
三
条
第
一

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十

三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十

三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
特
許
出
願
と
同
時
」
と
あ
る
の
は
、「
国
際
商
標
登

録
出
願
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
」
と
す
る
。

（
商
標
登
録
出
願
に
よ
り
生
じ
た
権
利
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
六

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て

の
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第

三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
の
場
合
を
除
き
、

特
許
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は
、「
国
際
事
務
局
」
と
す

る
。

２

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
三
十
四
条
第
五

項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
に
伴
う
国
際
商
標
登

録
出
願
の
取
扱
い
）

第
六
十
八
条
の
十
七

国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
に

よ
り
国
際
登
録
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
商
品
又
は
役

務
の
全
部
又
は
一
部
が
á

割
し
て
移
転
さ
れ
た
と
き

は
、
国
際
商
標
登
録
出
願
は
、
変
更
後
の
名
義
人
に

つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
商
標
登
録
出
願
に
な
つ
た
も

の
と
み
な
す
。

（
補
正
後
の
商
標
に
つ
い
て
の
新
出
願
の
特
例
）

第
六
十
八
条
の
十
八

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て

は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
二

第
三
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
十

七
条
の
三
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

国
際
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
の

二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
十
七
条
の

四
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

�


